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第２節 経済的インセンティブを活用したごみ減量の取組 

（１）家庭系ごみの有料化の概要と動向 

  １）県内の状況  

   全国の家庭系ごみの有料化実施市町村割合は約60％に対し、三重県は約24％と低い 

  （表５－４参照）。 

 

表５－４ 家庭系ごみの有料化実施市町村割合（平成23年度末現在） 

 総市町村数 有料化導入市町村数 有料化実施率 

全 国 1,747 1,051 60.2％ 

三重県 29 7 24.1％ 

  出典：山谷修作（東洋大学）「全国市区町村の有料化実施状況」 

 

２）有料化導入の目的 

   有料化導入の目的として、一般的には、①県民の行動をごみ減量行動へ誘導（動機  

  付け）、②ごみの現状、減量・リサイクル等に対する市民の関心の向上、③新たに整備 

  するごみ処理施設の規模縮小による財政負担の軽減化、④ごみ処理経費にかかる財源 

  確保、⑤ごみ排出量に応じた負担の公平化、⑥住民グループ等の自主的なごみ減量等 

  環境負荷軽減活動への支援などがあげられる（表５－５参照）。 

 
表５－５ 家庭系一般ごみの有料化を検討する理由（複数回答） 

 家庭系一
般ごみの
減量化 

ごみ問題
への住民
意識向上 

財政負担
の軽減 

ごみ減量
化負担の
公平化 

資源ごみの
回収促進 

その他 
記入 
なし 

有効 
回答 

全国 
208 168 151 144 104 13 4 219 
95％ 77％ 69％ 66％ 47％ 6％ － 100％ 

出典：「ごみ処理の有料化に係る調査」（（社）全国都市清掃会議 平成１５年３月） 
 

   しかし、最近では、ごみ排出量が減少傾向にあり、①県民の行動をごみ減量行動へ   

  誘導（動機付け）や②ごみの現状、減量・リサイクル等に対する市民の関心の向上に 

  よる家庭系ごみの有料化導入を県民に納得してもらうことは厳しくなっている。   

   このため、③から⑥等の目的を強調しながら有料化導入に対する合意形成を図って  

  いこうとする市町村が増えてきている。しかし、有料化導入以前の廃棄物処理事業費 

  の削減、税の二重取りの問題などが指摘され、合意形成は一般的には難航している。 

   家庭系ごみの有料化は、10～20％程度のごみ減量の削減効果が認められ、ごみ処理 

  量の減量による温室効果ガス排出量の削減や最終処分量の削減に結びつくとともに、 

  新たなごみ処理施設を建設する場合には規模縮小にも貢献するため、県内市町におい 

  ても導入に向けた取組を推進していく必要があると考える（図５－４参照）。 
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図５－４ 有料化導入による家庭系ごみの減量効果 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ※全国29の自治体への調査によれば、家庭系可燃ごみの減量率の平均は20％前後で、 

      10～20％と回答した自治体が約７割を占めています。 

出典：山川「大阪府廃棄物減量化・ﾘｻｲｸﾙ推進協議会資料」（H12） 

 

３）有料化制度の概要と動向 

   有料化には表５－８に示しているように単純従量制と超過量有料制がある。昭和の   

  時代や平成の初期の段階では、小規模な自治体で、定額制や超過量有料制（例えば、 

  滋賀県守山市(昭和57年）、島根県出雲市（平成４年）、岐阜県高山市（平成４年）等） 

  を中心に有料化が導入されていたが、最近では、福岡市（平成17年）、京都市（平成18 

  年）、仙台市（平成20年）、札幌市（平成21年）のように大規模な自治体でも導入され 

  るようになってきている（図５－５参照）。 

  制度としては、超過量有料制は事務手続きの負担が大きい等の理由から、最近はほ  

 とんどの自治体で単純従量制が導入されている（表５－６参照）。直近で超過量有料制 

 を導入しているのは大阪府池田市（平成18年４月）等、ごく一部の自治体に限られる。 

 

図５－５ 有料化自治体数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     出典：山谷「今は自治体が有料化に踏み切る好機」（月刊廃棄物2009.８）  
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表５－６ 料金体系別家庭系ごみの有料化導入状況 

 

 

 

 

 

   

   手数料の徴収方法では、有料指定袋制が主流であり（図５－６参照）、ごみ処理手数   

  料（有料指定袋の価格）は、30㍑の袋換算では20円～40円に約70％の自治体が集中し 

  ており、多くの自治体で概ね１㍑１円となっている（図５－７参照）。 

 

図５－６ 全国のごみ処理手数料の徴収方法の状況 

  

 

 

 

 

 

 

 

※家庭系一般ごみの処理を有料化している522自治体の回答 

       出典：「ごみ処理の有料化に係る調査」（（社）全国都市清掃会議 H15.３） 

 

 

図５－７ 全国の有料指定袋代の分布状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※家庭系一般ごみの処理を有料化している428自治体の回答 

       出典：「ごみ処理の有料化に係る調査」（（社）全国都市清掃会議 H15.３） 

 

 

 都市（市区）数 割合

有料化導入都市（市区） 418  100.0% 

単純従量制 384  91.9% 

超過量有料制 34  8.1% 

注）2009.7現在 山谷氏（東洋大）調査結果から
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   ごみ処理手数料（有料指定袋の価格）の設定の考え方は、ごみの収集・処理に要す 

  る総費用の一定割合、近隣自治体の手数料に見合う水準、市民の受容性重視が多い（図 

  ５－８参照）。 

   このうち、ごみの収集・処理に要する総費用の一定割合の一例を表５－７に示す。 

 

図５－８ 他都市における料金設定の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                       出典：山谷修作「ごみ有料化」（丸善株式会社） 

 

表５－７ ごみ処理費用の負担割合 

都市名 負担割合 備考 

北海道旭川市（※） 33％  
北海道北見市 25％  
仙台市（※） 18～27％ 袋の大きさにより負担割合が異なる。 

静岡県伊豆市（※） 18％  
岐阜県多治見市 22～27％ 袋の大きさにより負担割合が異なる。 
奈良市（※） 20％  
京都市 15％ 答申時10～30％ 

京都府宮津市（※） 30％  
出典：大津市家庭ごみ有料化について答申（大津市 H22） 
   各都市の家庭系ごみ有料化の答申書等から引用。（※印のある都市は答申書から負担割合を引用。） 
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  ４）不法投棄対応の状況 

   ごみ袋やシールなどの手数料を支払わずに、ごみが空き地や道端へ不法投棄される   

  ことも、家庭系ごみの有料化に伴う懸念事項の一つとして挙げられる。図５－９に示 

  す、山谷（東洋大学）のアンケート調査によると、有料化の導入により不法投棄され 

  るごみの量が増加しなかった（「ほとんど増加しなかった」又は「減少した」）と回 

  答した市区の割合が47％であった一方、増加した（「多少増加した」又は「かなり増 

  加した」）と回答した市区の割合は36％となっており、一部の市区において不法投棄 

  が増加する傾向が見られている。 

   なお、表５－９には、不法投棄に対して良好な効果を発揮したとされている防止策 

  を紹介している。 

 
図５－９ 有料化導入による不法投棄の発生状況等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   注）全国 735 市区（全市及び東京23 区）を対象に2005 年2 月に実施したアンケート，回収数は607 件 

   （山谷修作「最新・家庭ごみ有料化事情」『月刊廃棄物』2005 年10 月） 

   出典：「一般廃棄物処理有料化の手引き」（環境省 H19.６） 

 

表５－９ 日本で成功した不法投棄の防止策 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   注）本表では，アンケートに回答した担当者の判断により，不法投棄の防止に効果があるとされた対策を挙    
     げている。 
   （山川肇「有料化によって不法投棄は増加するか」『都市清掃』第57 巻，第257号 2004 年を元に作成） 
   出典：「一般廃棄物処理有料化の手引き」（環境省 H19.６） 
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 （２）有料化の取組の方向性 

１）収入の使途の明確化と住民グループ等の活動支援  

 有料化導入に向けた合意形成は一般的には難航している。このため、近年、家庭ご 

みの有料化を導入した市町村においては、収入の使途を明確にするとともに、ごみ減 

量推進や住民グループ等の自主的なごみ減量等環境負荷軽減活動への支援のための支 

出などに取り組むようになってきている。表５－10にはいくつかの事例を紹介してい 

る。 

 

表５－10 収入の使途の事例の紹介 

  

 <岡山県津山市> 

 

 

 

 

 

 

                              

     

 

                           出典：「ごみゼロ新聞」（津山市） 

  

<岡山市> 

平成22年度における有料化経費（袋製造費など）を差し引いた約４億9,800万円につ 

いて、環境先進都市実現のための施策に特化した使途を予定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   出典：岡山市有料化導入に関する資料 
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 料配布の超過量有料制の導入を予定している。超過量有料制については、事務作業や 

 事務経費の負担の大きさが指摘されているが、ごみ減量に努力すれば経済的負担がか 

 からないという超過量有料制の長所を活かし、さらに、一定枚数が通常多めに配布さ 

 れるため、減量行動への動機付けが働かないという短所については、一定の削減努力 

 が必要な大きさのごみ半減袋を配布することにより解消しようという試みである。 

 

 ※ごみ半減の目標を達成するため、１人１日当たりの排出量を現在の半分以下に設定した量が入る 

  大きさのごみ袋を一定枚数無料配布する。（２～３人家族で10㍑の指定袋を110枚無料配布する。 

  これ以上のごみ袋が必要な場合は１㍑２円以上の価格で指定袋を購入する。 

 

図５－10 「半減袋」による分別体験モニター事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    出典：『ごみっぺらし通信』（６号） （神奈川県葉山町） 

 


